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厚生労働省組織令及び厚生労働省組織規則の一部改正に伴う健康局、医薬

食品局、医薬食品局食品安全部、職業能力開発局、雇用均等・児童家庭局

及び老健局の組織再編等について
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厚生労働省組織令の一部を改正する政令（平成27年政令第33 0号）が平

成27年9月 18日に、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令（平成27

年厚生労働省令第 15 7号）が本日公布され、ともに同年 10月1日から施行

される。これにより、健康局、医薬食品局、医薬食品局食品安全部、職業能力

開発局、雇用均等・児童家庭局及び老健局の組織再編等が行われることとなっ

た。今回の改正の概要は下記のとおりであるので、貴職におかれては、改正の

趣旨を御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底方御配慮願いたい。

ロい－言ロ

第1改正の趣旨

高齢化の進展等を踏まえ、健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積

極的に促進することが求められているところであり、健康寿命の延伸を推進す

るための組織改革を行うことにより、国民の生活の質の向上と持続可能な社会

保障制度の確立を推進する。

また、国民の生活に関連し、公衆衛生の向上の観点から行われる行政を一体

的に実施するための組織の見直しを行う。

さらに、より効率的・効果的な職業能力開発行政の推進を行うための職業能

力開発局の内部組織の見直し、より効果的な少子化対策のための雇用均等・児

童家庭局の所掌事務の見直し及び認知症施策の推進のための老健局の内部組織

の見直しを行うものである。

第2 改正の内容

1 健康局の組織再編について

(1) 「がん対策・健康増進課Jを「健康課」として振替新設し、また、予

防接種室を移管し、「国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣

病Jに関する事務及び「予防接種の実施に関する事務」等の予防施策

を一元的に所掌する課とする。

(2) 「疾病対策課」を「がん・疾病対策課」として振替新設し、 「がんそ

の他の疾病の予防及び治療に関する事務」等を所掌する課とする。

(3) 結核感染症課の所掌事務に、 「感染症により公衆衛生上重大な危害が

生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。」
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を加えるとともに、性感染症に関する事務を一元的に実施するため、

「エイズ」に係る事務を結核感染症課の所掌事務とする。

(4) 「難病対策課」を新設し、 「治療方法が確立していない疾病その他の

特殊の疾病の予防及び治療に関する事務」等の難病対策に係る事務を

所掌する課とする。また、これまで疾病対策課が所掌していた「臓器

移植、造血幹細胞移植及びハンセン病」に関する事務を難病対策課の

事務として移管する。

2 医薬食品局の組織再編について

(1) 「医薬食品局」及び「食品安全部jの名称を「医薬・生活衛生局」及

び「生活衛生・食品安全部Jに改称する。

(2) 健康局の生活衛生課及ひ、水道課を、新設する生活衛生・食品安全部に

振替設置する。

(3) 食品安全部の基準審査課の事務のうち、「栄養成分を補給し、又は特

別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品の衛生に関

する取締り」に関する事務を、監視安全課に移管する。

3 職業能力開発局の組織再編について

(1) 能力開発課に、「公共職業訓練及び求職者支援訓練の計画に関するこ

と並びに当該計画に関する訓練の実施及び関係行政機関等との連絡調

整」を行う「訓練企画室」を設置する。

(2) 「育成支援課」の名称を「キャリア形成支援課」に改称し、同課に

「事業主等による職業能力の開発及び向上」に関する事務を行う「企

業内人材育成支援室」を置く。またこれに伴い「実習併用職業訓練推

進室」及び「キャリア形成支援室Jを廃止する。

(3) 能力評価課に設置する「主任技能検定官」及び「技能検定官」の名

称を「主任職業能力検定官」及び「職業能力検定官」に改称する。

(4) 海外協力課に「海外協力室Jを置き、職業能力開発局の所掌事務に

係る国際協力に関する事務のうち、「外国人に係る研修及び技能実習に

関するもの」を海外協力課本課の所掌事務とし、「これらの事務以外の

もの」を「海外協力室」が担当する。

4 雇用均等・児童家庭局の所掌事務の移管について

(1) 「育成環境課」を廃し、 「総務課少子化対策企画室」の名称を「総務

課少子化総合対策室」に改称する。

3 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



(2) これまで育成環境課が所掌していた、 「放課後児童健全育成事業」等

の事務については、 「少子化総合対策室」に移管する。

(3) 「児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく小児慢性特定疾病Jに

かかる事務については、難病対策課の所掌事務として移管を行う。

5 老健局の内部組織の見直しについて

(1) これまで高齢者支援課が所掌していた、 「認知症に関する対策の企画

立案等」の事務については、総務課に移管する。これに伴い、高齢者

支援課に置かれた「認知症・虐待防止対策推進室」を廃し、総務課に

「認知症施策推進室Jを置く。なお、 「高齢者虐待の防止」等に関す

る事務については、引き続き高齢者支援課が所管する。

(2) これまで振興課が所掌していた「福祉用具」に関する事務及び「住宅

の改善Jに関する事務については、高齢者支援課に移管する。

6 その他所要の改正

第3 その他

1 既存の通知の取扱いについて

今回の組織再編等に伴い健康局、医薬食品局、食品安全部、職業能力開

発局、雇用均等・児童家庭局及び老健局の通知については、今後次のよう

に取り扱うこととする。

(1) 組織再編等前に発出された健康局、医薬食品局、食品安全部、職業

能力開発局、雇用均等・児童家庭局及び老健局内の各職による通知は、

別途の通知が発出されない限り、車E織再編等後に当該通知に係る事務

を所管する職の発出による通知とみなし、その効力を維持するものと

する。

(2) 組織再編等前に発出された通知中の組織の名称及び職名について

は、今後、当該通知を改正する際に組織再編等に合わせた所要の改正

を行うこととし、それまでの問、組織再編等後の組織の名称及び職名

とみなして取り扱うこととする。

2 改称された部局の名称の英訳については下記のとおりとする。

「医薬・生活衛生局」は、PharmaceuticalSafety and Environmental Heal th 

Bureauとし、 「生活衛生・食品安全部」は、 D巴partmentof Environmental 

Health and Food Safetyと改めることとする。
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く
J
」
を
「
エ
イ
ズ
、
結
核
そ
の
他
の
感
染
症
」

に
改
め
、
「
防
止
」
白
下
に
「
並
び
に
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
」
を
加
え
、
「
及
び
総
務
課
」
を
「
並
び
に
総
務
課

及
び
健
康
課
』
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

二
感
染
症
に
よ
り
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
に
関

す
る
こ
と
．

第
四
十
四
条
第
三
号
中
「
医
薬
食
品
局
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を
削
る
。

第
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

｛
難
病
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
五
条
難
病
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
こ
と
．

二
造
血
幹
細
胞
移
植
に
関
す
る
こ
と
。

三
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
の
予
防
及
び
治
療
に
関
す
る
と
と
（
他
局
及
び
総

務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
J
．

四
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
に
関
す
る
と
と
．

五
ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
こ
と
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
J
．

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
削
除

第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
四
目
の
目
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
四
目
医
薬
・
生
活
衛
生
局

第
五
十
条
の
見
出
し
を
「
（
医
薬
・
生
活
衛
生
局
に
置
く
諜
こ
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
医
薬
貴
品
局
に
、
貴
品
安

全
部
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
に
、
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
部
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
食
品
安
全
部
」
を
「
生

「
監
視
安
全
課

活
衛
生
・
食
品
安
全
部
」
に
、
「
三
課
」
を
「
五
課
」
に
、
「
監
視
安
全
課
」
を
生
活
衛
生
課
に
改
め
る
．

水
道
課
」

に
改
め
、
「
生
活

水
道
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第
五
十
一
条
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
医
薬
食
品
局
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
る
．

第
五
十
六
条
第
一
号
及
び
第
七
号
中
「
食
品
安
全
部
」
を
「
生
活
衛
生
・
金
品
安
全
部
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
三
号
中
「
限
る
」
を
「
限
り
、
監
視
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
」
に
改
め
る
．

第
五
十
八
条
第
四
号
中
「
及
び
基
準
審
査
課
」
を
削
り
、
第
一
章
第
二
節
第
三
款
第
四
日
中
同
条
の
次
に
次
の
二
条

を
加
え
る
．

（
生
活
衛
生
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
八
条
の
ニ
生
活
衛
生
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二
埋
葬
、
火
葬
及
び
改
葬
並
ぴ
に
墓
地
及
び
納
骨
堂
に
関
す
る
こ
と
。

三
理
容
師
、
美
容
師
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
に
関
す
る
こ
と
。

四
理
容
所
、
美
容
所
、
興
行
場
、
旅
館
、
公
衆
浴
場
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
場
所
弐
ひ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

所
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

五
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
並
び
に
国
民
生
活
の
安
定
の
観
点
か
ら
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化

及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
営
業
の
発
達
、
改
普
及
び
調
整
陪
関
す
る
と
と
．

六
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
．

七
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
健
康
局
及
び
他
課
の
所
寧
に

属
す
る
も
の
を
除
〈
．
1

（
水
道
課
の
所
講
事
務
）

第
五
十
八
条
の
三
水
道
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
ロ

一
本
道
に
関
す
る
こ
と
。

二
井
戸
水
そ
の
他
水
の
衛
生
に
関
す
る
こ
と
．

第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
J
中
「
育
成
支
援
課
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
媒
」
に
改
め
る
．

第
九
十
一
条
中
「
八
課
」
を
「
七
課
」
に
改
め
、
「
育
成
環
境
課
」
を
削
る
．

第
九
十
三
条
中
第
十
三
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
を
第

十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
回
二
号
を
加
え
る
．

十
三
児
童
福
祉
に
関
す
る
思
想
の
普
及
及
び
向
上
に
関
す
る
と
と
。

十
四
児
童
の
福
祉
の
た
め
の
文
化
の
向
上
に
関
す
る
と
と
．

第
九
十
三
条
中
第
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次

の
五
号
を
加
え
る
．

四
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
乙
と
．

五
児
童
委
員
に
関
す
る
と
と
。

六
児
童
厚
生
施
設
及
び
そ
の
職
員
を
養
成
す
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
．

七
児
童
厚
生
施
設
の
職
員
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
a

八
と
ど
も
の
国
協
会
の
解
散
及
び
事
業
の
承
継
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
関
す
る
こ
と
．

第
九
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
九
十
七
条
削
除

第
九
十
九
条
第
八
号
中
「
並
び
に
」
白
下
に
「
妊
産
婦
の
」
を
加
え
、
「
特
殊
な
」
を
「
特
殊
の
」
に
改
め
、
同
条
第

九
号
中
行
総
務
課
」
を
「
健
康
局
及
び
総
務
課
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
六
号
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
百
十
三
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
七
号

中
「
〔
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
と
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
介
護
保
険
法
｛
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知
症
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
こ
と
．

（号外第214号）報宮金曜日平成 27年 9月 18日

第
百
十
五
条
中
第
＝
一
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
a

四
障
害
が
あ
る
老
人
の
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
住
宅
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
．

第
百
十
五
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

号
を
加
え
る
a

五
福
祉
用
具
の
研
究
、
開
発
及
び
普
及
の
促
進
並
び
に
適
切
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
老
人
に
係
る
も
の

に
限
る
．
1

第
百
十
六
条
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
．附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
社
会
保
障
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
社
会
保
障
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
十
条
第
三
号
中
「
育
成
環
境
課
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
．

（
厚
生
科
学
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
厚
生
科
学
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
結
核
感
染
症
担
止
を
「
健
康
課
」
に
、
「
健
康
局
生
活
衛
生
課
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局

生
活
衛
生
・
食
品
安
全
部
生
活
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

（
医
道
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
医
道
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
医
薬
食
品
局
総
務
課
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
」
に
改
め
る
．

（
薬
事
食
品
衛
生
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
十
一
条
中
「
医
薬
企
品
局
総
務
課
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
総
務
課
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
医
薬

食
品
局
食
品
安
全
部
企
画
情
報
課
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
部
企
画
情
報
課
」
に
改
め
る
。

（
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
a

第
九
条
た
だ
し
書
中
「
結
核
感
染
症
螺
］
を
「
健
康
課
及
び
結
核
感
染
症
課
」
に
改
め
る
．

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
．第

九
条
中
「
医
薬
食
品
局
主
品
安
全
部
企
画
情
報
課
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
生
活
衛
生
・
貴
品
安
全
部
企
画

情
報
課
」
に
改
め
る
．

（
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
巴

第
五
条
中
「
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
』
を
「
が
ん
・
疾
病
対
策
課
」
に
改
め
る
。

（
肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
肝
炎
対
策
推
進
協
議
会
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
三
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

τる．

第
五
条
中
「
疾
病
対
策
課
」
を
「
が
ん
・
疾
病
対
策
課
」
に
改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

農
林
水
産
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

安林塩
倍 崎

恭
久

芳
正

皿

E

－一
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人
に
つ
き
三
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働

者
又
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
」
に
、
「
又
は
父
子

家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
五
十
万
円
、
そ
の
他
の
労
働
者
一
人
に
つ
き
四
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主

に
あ
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
」
を
「
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労

働
者
又
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳

未
満
の
者
一
人
に
つ
き
五
十
万
円
、
そ
の
他
の
労
働
者
一
人
に
つ
き
四
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、

母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
又
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し

く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
」
に
、
「
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
三
十
万
円
』
を
「
若

し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
又
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、

若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
三
十
万
円
」
に
、
「
、
母
子
家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の

父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
三
十
五
万
円
」
を
「
、
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者

又
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
三
十
五

万
円
』
に
、
「
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
八
十
万
円
」
を
「
若
し
〈
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る

労
働
者
又
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五

歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
八
十
万
円
」
に
、
「
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
九
十
万
円
」
を
「
若

し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
文
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三

十
五
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
九
十
万
円
」
に
、
「
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
一
人
に
つ
き
六
十
万
円
、
そ

の
他
の
労
働
者
一
人
に
つ
き
五
十
五
万
円
〔
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の

父
で
あ
る
労
働
者
』
を
「
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
又
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を

受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
き
六
十
万
円
．
そ
の
他
の
労
働

者
一
人
に
つ
吉
五
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ

る
労
働
者
又
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
履
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
」
に
、
「
労

働
者
が
母
子
家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
」
を
「
労
働
者
が
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子

家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
文
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇

い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
」
に
、
「
派
遣
労
働
者
で
あ
っ
て
母
子
家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
も
の
」

を
「
派
遣
労
働
者
で
あ
っ
て
母
子
家
庭
の
母
等
若
し
く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
・
も
の
又
は
同
条
の
認
定
を
受
け
た

事
業
主
が
転
換
し
、
若
し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
も
の
」
に
、
「
超
え
な
い
事
業
主
に
あ
っ
て
は
．
母
子

家
庭
の
母
等
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
」
を
「
超
え
な
い
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
若
し

く
は
父
子
家
庭
の
父
で
あ
る
労
働
者
又
は
青
少
年
雇
用
促
進
法
第
十
二
条
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
転
換
し
、
若

し
く
は
雇
い
入
れ
た
三
十
五
歳
未
満
の
者
」
に
改
め
る
．

（
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
〕

第
九
条
臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
八
号
中
「
第
十
五
条
町
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
．

（
義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条
義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
十
三
条
第
十
号
中
「
第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
．

第
十
四
条
第
二
号
中
「
第
十
五
条
の
六
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
五
条
の
七
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
．

（
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
白
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚

生
労
働
省
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
二
条
第
十
三
号
中
「
職
業
能
力
開
発
局
長
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
特
定
求
職
者
等
の
職
歴
そ
の
他
の
職
業
能
力

に
係
る
事
項
、
当
該
申
請
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
る
施
設
に
配
置
さ
れ
た
担
当
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
キ
ャ

リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
条
の
三
第
一
号
の
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助

を
い
う
．
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
J
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

次
号
に
お
い
て
同
U
J
が
行
う
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
当
該
特
定
求
職
者
等
の
就
業
に
関
す

る
目
標
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
ひ
向
上
に
関
す
る
事
項
及
び
習
得
度
評
価
の
内
容
を
記
載
す
る
た
め
の
書
面
」

を
「
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
経
歴
等
記
録
書
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
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中
「
担
当
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
」
を
『
担
当
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
十
条
の
三
第
一
号
の
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
い
う
．
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
J
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
．
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

U
J
を
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
口
問
中
「
及
び
交
付
」
を
削
る
，

（
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

第
四
十
四
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
．

五
学
校
卒
業
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
と
と
（
建
設
労
働
者
及
び
港
湾
労
働

者
に
係
る
も
の
を
除
〈
J
．

第
七
百
五
十
九
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
削
り
‘
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
」
を
「
第
十
二
号
ま
で
及
ぴ
第
十
九
号
」

に
改
め
る
．

第
七
百
六
十
条
中
「
前
条
第
一
項
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
」
を

2
則
条
第
一
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
」
に

改
め
る
．

第
七
百
六
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法

律
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
』
を
「
公
共
職
業
訓
練
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
．

十
二
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
そ
の

他
の
関
係
者
に
よ
る
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
の
促
進
並
び
に
労
働
者
の
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び

向
上
に
関
す
る
と
と
（
他
省
の
所
革
に
属
す
る
も
の
を
除
〈
．
1

十
四
勤
労
青
少
年
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
．

第
七
百
六
十
二
条
第
二
項
中
「
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
改
め
る
．

第
七
百
六
十
七
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
．

第
七
百
八
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
派
遣
労
働
者
」
を
「
学
校
卒
業
者
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
並
び
に
派
遣

労
働
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
号
ま
で
」
白
下
に
「
、
第
七
号
（
学
校
卒
業
者
そ
の
他
乙
れ
に
類
す
る

者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
J
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
七

号
（
学
校
卒
業
者
そ
の
他
と
れ
に
類
す
る
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
に
関
す
る
乙
と
に
限
る
．
こ
を
加
え
る
．

第
七
百
八
十
八
条
の
三
第
三
号
中
「
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
」
を
「
公
共
職
業
訓
練
』
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
a

四
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
．

五
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
主
そ
の
他
の
関
係
者
に
よ
る
職
暗
黒
能
力
の
開
発
及

ぴ
向
上
の
促
進
並
び
に
労
働
者
の
自
発
的
な
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
（
他
省
の
所
輩
に
属

す
る
も
の
を
除
く
J
．

六
勤
労
青
少
年
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
こ
と

E

第
七
百
九
十
三
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
．

附

則

（
施
行
期
日
）

ー
と
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

（
経
過
措
置
）

2
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
二
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
ジ
ョ
ブ
・
カ
l
ド
は
、
当
分
の
問
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
同

｜
ゆ
魔
片
三
号
に
規
定
す
る
ジ
ョ
ブ
カ
1
ド
を
も
っ
て
と
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
．

O
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
七
号

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
六
条
第
四
項
及
び
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二

年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
A
W
を
実
施
す
る
た
め
、

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣
山
口
俊
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厚
生
労
働
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

目
次
中
「
医
薬
企
品
局
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
に
、
「
第
二
十
九
会
を
「
第
二
十
九
条
の
二
」
に
改
め
、

「
・
第
六
十
六
条
の
こ
」
を
削
る
．

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
七
条
第
二
項
中
「
医
薬
食
品
局
」
を
「
医
薬
・
生
活
衛
生
局
」
に
改
め
る
e

第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十

号
こ
を
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
及
び
児
童
福
祉
法
｛
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
〉
の
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
定
』
に
改
め
る
．

第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
三
条
を
削
る
．

第
二
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
予
防
接
種
室
真
ひ
」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
‘

第
四
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
一
章
第
一
節
第
三
款
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

（
移
植
医
療
対
策
推
進
室
）

第
二
十
三
条
難
病
対
策
課
に
、
移
植
医
療
対
策
推
進
室
を
置
〈
．

2

移
植
医
療
対
策
推
進
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
こ
と
．

二
造
血
幹
細
胞
移
植
に
関
す
る
と
と
．

三
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
疾
病
の
治
療
に
関
す
る
事
務
（
他
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
〈
J
の
う

ち
、
移
植
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

3

移
植
医
療
対
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
二
十
条
の
見
出
し
中
「
移
植
医
療
対
策
推
進
室
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
疾
病
対
策
課
」
を
「
が
ん
・

疾
病
対
策
課
」
に
改
め
、
「
移
植
医
療
対
策
推
進
室
及
び
』
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項

中
「
、
が
ん
対
策
・
健
康
増
進
課
及
び
移
植
医
療
対
策
推
進
室
」
を
『
並
び
に
結
核
感
染
症
課
及
び
難
病
対
策
課
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
．

第
十
九
条
の
こ
の
見
出
し
を
「
（
予
防
接
種
室
及
び
保
健
指
導
官
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
が
ん
対
策
・
健
康
増

進
課
に
、
」
を
「
健
康
保
に
、
予
防
接
種
室
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に

次
の
ニ
項
を
加
え
る
．

2

予
防
接
種
室
は
、
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

3

予
防
接
種
室
に
、
室
長
を
置
〈
。

第
十
九
条
の
こ
を
第
二
十
条
と
す
る
．

第
一
章
第
一
節
第
四
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
．

第
四
軟
医
薬
・
生
活
衛
生
局

第
二
十
八
条
を
削
る
．

第
一
章
第
一
節
第
四
款
中
第
二
十
九
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
．

（
生
活
衛
生
対
策
企
画
賞
）

第
二
十
九
条
生
活
衛
生
課
に
、
生
活
衛
生
対
策
企
画
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
．

2

生
活
衛
生
対
策
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
に

当
た
る
．

一
建
築
物
衛
生
の
改
善
及
び
向
上
に
関
す
る
と
と
．

二
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
活
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
と
と
〔
佳
康
局
及
び
他
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
〈
．
1

（
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
宮
）

第
二
十
九
条
の
二
水
道
課
に
、
水
道
計
画
指
導
室
及
び
水
道
水
質
管
理
官
一
人
を
置
〈
．

2

水
道
計
画
指
導
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

一
水
道
用
水
の
供
給
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
．

二
水
道
の
広
域
的
な
整
備
に
関
す
る
こ
と
．
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三
水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
．

四
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

3

水
道
計
画
指
導
室
に
、
室
長
を
置
〈
．

4

水
道
水
質
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
道
課
の
所
輩
事
務
の
う
ち
、
水
道
水
に
係
る
水
質
基
準
そ
の
他
の
水
質

の
管
理
に
関
す
る
こ
と
を
行
う
．

第
四
十
九
条
の
見
出
し
中
「
就
労
支
援
訓
親
企
画
官
並
び
に
」
を
「
訓
練
企
画
室
並
び
に
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
、
」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
一
人
並
び
に
」
を
「
訓
練
企
画
室
並
び
に
就
労
支
援
訓
練
企
画
官

一
人
、
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次

に
次
の
二
項
を
加
え
る
．

2

訓
純
企
画
室
は
‘
次
に
掲
げ
る
事
務
（
障
害
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
に
係
る
も
の
及
び
就
労
支
援
訓
練
企
画
官
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
J
を
つ
か
さ
ど
る
．

｝
公
共
職
業
訓
練
及
び
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
に
係
る
計
画
に
関
す
る
こ
と
．

二
前
号
の
計
画
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
及
び
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
．

3

訓
練
企
画
室
に
、
室
長
を
置
く
．

第
五
十
条
の
見
出
し
を
「
（
企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
及
び
職
業
能
力
形
成
シ
ス
テ
ム
企
画
官
こ
に
改
め
、
同
条
第
一

項
中
「
育
成
支
援
塑
を
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
課
」
に
．
「
実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
及
び
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
室

並
び
に
」
を
「
企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
及
び
｝
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
』
を
「
企

業
内
人
材
育
成
支
援
室
」
に
改
め
、
「
実
習
併
用
職
業
訓
練
及
び
」
を
削
り
、
「
実
習
と
教
育
訓
練
機
関
に
よ
る
教
育
訓
練

等
と
を
組
み
合
わ
せ
た
訓
練
」
を
「
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
回
促
進
」
に
改
め
」
能
力
開
発
課
」
の
下
に
「
及
び

能
力
評
価
課
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
実
習
併
用
職
業
訓
練
推
進
室
」
を
「
企
業
内
人
材
育
成
支
援
室
』
に
改
め
、

同
条
中
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
見
出
し
を
「
職
業
能
力
検
定
官
及
び
主
任
職
業
能
力
検
定
宮
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
『
閥
査
官

一
人
並
び
に
技
能
検
定
官
五
人
」
を
「
職
業
能
力
検
定
官
六
人
」
に
、
「
主
任
技
能
検
定
官
」
を
「
主
任
職
業
能
力
検
定

官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
技
能
検
定
官
』
を
「
職
業
能
力
検
定
官
」
に
、
「
、
技
能
検
定
」

を
「
職
業
能
力
検
定
』
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
主
任
技
能
検
定
官
」
を
「
主
任
職

業
能
力
検
定
官
」
に
」
技
能
検
定
官
の
」
を
「
職
業
能
力
検
定
官
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
．

第
五
十
二
条
町
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
外
国
人
研
修
推
進
室
」
を
「
海
外
協
力
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
外
国
人
研
修
推
進
室
」
を
「
海
外
協
力
室
」
に
改
め
、
「
外
国
人
に
係
る
研
修
及
び
技
能
実
習
に
関
す
る
」
を
削
り
、

「
関
す
る
事
務
』
の
下
に
「
（
外
国
人
に
係
る
研
修
及
び
技
能
実
習
に
関
す
る
も
の
を
除
〈
J
」
を
加
え
‘
同
条
第
三
項

中
「
外
国
人
研
修
推
進
室
」
を
「
海
外
協
力
室
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
少
子
化
対
策
企
画
室
」
を
「
少
子
化
総
合
対
策
室
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
少
子
化
対
策
企
画
室
」
を
「
少
子
化
総
合
対
策
室
」
に
、
「
少
子
化
対
策
に
関
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
固

一
少
子
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
乙
と
．

三
児
童
蚕
買
に
関
す
る
こ
と
．

四
児
童
厚
生
施
設
及
び
そ
の
職
員
を
養
成
す
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
己
と
．

五
児
童
厚
生
施
設
の
職
員
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

六
こ
ど
も
の
国
協
会
の
解
散
及
び
事
業
の
承
継
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
関
す
る
こ
と
．

七
児
童
福
祉
に
関
す
る
思
想
の
普
及
及
び
向
上
に
関
す
る
こ
と
．

八
児
童
の
福
祉
の
た
め
の
文
化
の
向
上
に
関
す
る
と
と
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
少
子
化
対
策
企
画
室
』
を
「
少
子
化
総
合
対
策
室
」
に
改
め
る
．
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第
六
十
四
条
第
八
項
第
一
号
中
コ
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
こ
を
削
る
．

第
六
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
介
護
保
険
指
導
室
こ
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
い
総
務
課
に
、
」

の
下
に
「
認
知
症
施
策
推
進
室
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
第
五
号
』
を
「
第
四
項
第
五
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
‘
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
『
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
｛
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
回
二
項
を
加
え
る
．

2

認
知
症
施
策
推
進
室
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知
症
に

関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
．

3

認
知
症
施
策
推
進
室
に
、
室
長
を
置
く
。

第
一
章
第
一
節
第
十
款
中
第
六
十
六
条
の
こ
を
削
る
。

第
八
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
．

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
八
十
二
条
の
ニ
横
浜
検
疫
所
の
食
品
監
視
課
に
、
輸
入
金
品
監
督
官
一
人
を
置
く
．

2

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
貴
品
等
の
輪
入
を
行
う
食
品

等
事
業
者
に
対
す
る
監
督
に
関
す
る
事
務
を
行
う
．

第
九
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
輸
入
食
品
監
督
官
）

第
九
十
二
条
の
二
神
戸
検
疫
所
の
食
品
監
視
課
に
、
輸
入
賞
品
監
督
官
一
人
を
置
く
＠

2

輸
入
食
品
監
督
官
は
、
命
を
受
け
て
、
第
八
十
二
条
の
ニ
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
．

第
百
二
条
の
二
第
二
項
中
「
販
売
の
用
に
供
し
、
又
は
営
業
上
使
用
す
る
金
品
等
の
輸
入
を
行
う
食
品
等
事
業
者
に

対
す
る
監
督
に
関
す
る
」
を
「
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
．

第
百
八
条
の
三
に
見
出
し
と
し
て
「
（
輸
入
食
品
監
督
官
ど
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
二
条
の
ニ
第
二
項
』
を

「
第
八
十
二
条
町
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
二
中
「
大
阪
検
疫
司
直
の
下
に
「
、
名
古
屋
検
疫
所
及
び
福
岡
検
疫
所
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
第
百
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項
』
に
改
め
る
．

第
六
百
六
十
四
条
中
「
国
立
知
的
障
害
児
施
設
」
を
「
国
立
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
」
に
改
め
る
a

第
六
百
七
十
五
条
中
「
障
害
者
健
康
増
進
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
健
康
増
進
・
運
動
医
科

学
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
．

第
六
百
八
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
障
害
者
健
康
増
進
・
運
動
医
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
障

害
者
健
康
増
進
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
障
害
者
健
康
増
進
・
運
動
医
科
学
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
障

害
者
の
健
康
の
増
進
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
並
び
に
体
力
の
保
持
及
び
増
進
並
び
に
総
合
的
な
健
診
に
関
す
る
と
と
」

を
「
次
に
掲
げ
る
事
務
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
障
害
者
の
健
康
の
増
進
を
目
的
と
し
て
総
合
的
な
健
診
及
び
生
活
習
慣
病
の
予
防
を
行
う
こ
と
．

二
障
害
者
の
身
体
機
能
の
向
上
を
目
的
と
し
て
運
動
医
科
学
の
知
見
を
活
用
し
た
支
援
を
行
う
と
と
．

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

0
農
林
水
産
省
令
第
七
十
四
号

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組

合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
樟
〔
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生

年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
趨
林
漁
業
団
体
臓
員
共
済
組
合
法
等

を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

750 （号外第224号）報宮水曜日平成27年 9月30日

農
林
水
産
大
臣

林

t
n正

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共

済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済

組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
存
続
組
合
が
支
給
す
る
特
例
年
金
給
付
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
四
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
ニ
中
「
都
道
府
県
知
事
又
は
」
を
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
J

か
ら
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
己
に
、
「
第
三
十
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
九
」
に
、
「
指
定
情
報
処
理
機

関
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
J
か
ら
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
（
以
下
「
本
人
確

認
情
報
」
と
い
う
」
を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
う
ち
個
人
番
号
（
同
法
第
七
条
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
う
J
以
外
の
も
の
を
い
う
．
以
下
向
U
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
こ
の
見
出
し
を
「
門
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
に
よ
る
確
認
こ
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
知
事
等
」
を

「
機
構
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
本
人
確
認
情
報
」

を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
固

第
十
条
第
二
項
中
「
知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報
」
を
わ
機
構
か
ら
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
．

第
十
条
の
ニ
第
一
項
中
「
知
事
等
」
在
百
機
構
」
に
、
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
…
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改

め
、
問
条
第
二
項
中
「
本
人
確
認
情
報
』
を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
．

第
十
条
の
三
の
見
出
し
中
「
本
人
確
認
情
報
」
を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
知

事
等
」
を
「
機
構
」
に
、
明
主
人
確
認
情
報
」
を
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
知
事
等
か
ら
本
人
確
認
情
報
」
を
「
機
構
か
ら
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
に
改
め
る
．

附

則

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
．

方主

告

O
内
閣
府
告
示
第
三
百
四
十
一
号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
ご
十
三
年
内
閣
府
告
示
第
十
五
号
（
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
博
物
館
、
美
術
館
、
図
書
館
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
保
有
す
る
歴
史
的
若
し
く
は

文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
に
つ
い
て
同
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
適
切
な
管
理
を
行
う
も
の
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
公
示
す
る
。

平

成

二

十

七

年

九

月

三

十

日

内

閣

総

理

大

臣

臨

時

代

理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
国
際
開
発
図
書
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
巴

国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
創
薬
科
学
図
書
室
愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
不
老
町

国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
太
陽
地
球
環
境
研
究
所
図
書
室
の
項
中
「
太
陽
」
を
「
宇
宙
」
に
改
め
る
。

国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
地
球
水
循
環
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
室
の
項
を
削
る
。

O
内
閣
府
告
示
第
三
百
四
十
二
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
－
一
十
七
年
九

月
九
日
付
け
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
計
画
を
認
定
し
た
の
で
、
次
回
と
お
り
公
示
す
る
。

平

成

二

十

七

年

九

月

三

十

日

内

閣

総

理

大

臣

臨

時

代

理

国
務
大
臣
麻
生
太
郎

一
区
域
割
画
の
作
成
主
体
仙
台
市
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議

三
国
家
戦
略
特
別
区
域
の
名
称
仙
台
市
国
家
戦
略
特
別
区
域

三
当
該
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
関

す
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
特
定
事
業
特
定
非
営
利
活
動
法
人

設
立
促
進
事
業
及
び
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
事
業

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/


	2-1_厚生労働省組織令及び厚生労働省組織規則の一部改正に伴う組織再編等について（通知）
	2-2_【官報】厚生労働省組織令一部改正
	2-3【官報】厚生労働省組織規則の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第157号）



